
東京都北区移動支援費補助事業実施要綱 

１ ８ 北 福 障 第 １ １ ０ ３ 号 

平成１８年９月２２日区長決裁 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第 1 項第

８号に基づき屋外での移動が困難な障害者及び障害児（以下「障害者（児）」

という。）への外出のための支援（以下「移動支援」という。）について、予

算の範囲内において補助金を交付することにより、地域での自立生活及び社

会参加を促すことを目的とする。 

 

（事業内容） 

第２条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出

の際の移動について、月ごとの支援のサービス支給量を決定し、ガイドヘル

パー等の費用を補助することにより、屋外での移動が困難な障害者（児）に

対し支援を行う。 

 

（障害者の定義） 

第３条 この要綱の事業において障害者とは、第１号から第３号までに規定す

る者をいい、障害児とは第４号に規定する者をいう。 

（１）身体障害者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に

規定する者 

（２）知的障害者 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的

障害者のうち１８歳以上である者 

（３）精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第５条に規定する精神障害者のうち、同法第４５条に規定

する精神保健福祉手帳所持者、法５２条に規定する自立支援医療受給者証

受給者又は国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第３０条に規定する

障害基礎年金受給者 



（４）難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であっ 

て法第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労動 

大臣が定める程度である者であって１８歳以上であるもの 

（５）障害児 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第２項に規定

する障害児 

 

（対象者） 

第４条 補助金は、移動支援が必要と認めた次に掲げる者に対して交付する。

ただし、移動支援個別支援型の受給者は、法第５条第３項に規定する重度訪

問介護、同条第４項に規定する同行援護、同条第５項に規定する行動援護、

同条第１０項に規定する重度障害者等包括支援の障害福祉サービス受給者

は対象としない。 

（１）身体障害者手帳の肢体障害程度が１級に該当し、両上肢及び両下肢の機

能障害を有し、屋外移動について車椅子の介助を必要とする全身性障害者

及びそれに準ずるもの 

（２）知的障害者 

（３）精神障害者 

（４）難病患者等のうち身体障害者手帳の肢体障害程度が１級に該当する程度

の両上肢及び両下肢に障害を有し、屋外移動について車椅子の介助を必要

とする全身性障害者に準ずるもの 

（５）障害児 

２ 移動支援に係るサービス区分のうち、身体介護を伴うサービス対象者は東

京都北区介護給付費支給決定基準（平成１８年９月２５日区長決裁１８北福

障第９１４号）（以下「支給決定基準」という。）の居宅介護の通院介助（身

体介護を伴う。）の基準を準用する。 

 

（補助対象経費） 

第５条  補助金の交付の対象となる経費は、宿泊を伴わないものとし、対象者が

移動するために必要な支援で、支給決定基準を準用したサービス支給量の範囲

内で第１４条に規定した移動支援単価に基づく経費とする。ただし、通勤、営



業活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出（通学及び通所に係る外出を除

く。）、社会通念上適当でない外出及び病院への通院のための外出は原則とし

て含まない。 

２ 通学及び通所に係る外出については、原則として、次のいずれかの要件に

該当する場合に補助金の交付の対象とする。 

(１）介護者の怪我や病気で送迎できず、本人が単独で通えない場合 

(２) 親族に他の要介護者がいるため介護者が送迎できず、本人が単独で通え

ない場合 

（３）介護者の就労により送迎ができず、本人が単独で通えない場合 

（４）介護者が高齢（概ね７０歳以上）又は要介護状態で送迎ができず、本人

が単独で通えない場合 

３ 移動支援は、次に掲げる利用形態により実施するものとする。 

（１）個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援 

（２）車両移送型 日中一時支援事業利用に伴う送迎 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、第１４条の規定により算定した１月分の利用料金から東

京都北区地域生活支援事業実施要綱（平成１８年９月２２日区長決裁１８北

福障第８３５号）第８条第１号に規定する利用者が属する区分ごとの利用者

負担額の負担上限月額（ただし、この額が第１４条の規定により算定した１

月分の利用料金の１００分の１０を超えるときは、当該相当する額）を差し

引いた額とする。 

 

（事業者の要件及び指定） 

第７条 区長は、次のいずれかの要件を備えた事業者から東京都北区地域生活

支援事業者指定申請書（別記第１号様式）に指定事業一覧（別記第２号様式）

及び移動支援事業実施に関わる調査事項（別記第３号様式）を添付の上申請

を受け、その内容を審査し、東京都北区地域生活支援事業者指定決定（申請

却下）通知書（別記第４号様式）により移動支援事業者に指定又は申請却下

する。 



（１） 個別支援型は、都道府県の居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、同行援

護事業者及び行動援護事業者の指定を受けていること。 

（２） 車両移送型は、北区日中一時支援事業者の指定を受けていること。 

（３） 東京都北区基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則（平成１５年３

月東京都北区規則第９号）により登録をしていること。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、東京都北区地域生活支援事業補

助申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（別記第５号様式）を区長に提

出するものとする。 

 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第９条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を東京都北

区介護給付費支給決定基準（平成１８年９月２２日区長決裁１８北福障第９

１４号）の居宅介護を準用して審査し、補助金の交付の可否を決定し、その

結果を東京都北区地域生活支援事業補助交付決定（申請却下）通知書（別記

第６号様式）により、申請者あて通知するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、申請者あて地

域生活支援受給者証（別記第７号様式）を交付する。 

 

（交付の条件） 

第１０条 区長は、前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、補助

金の交付の目的を達成するために、次に掲げる条件を付するものとする。 

（１）移動支援を利用するに当たり利用料金から北区の補助額を差し引いた額

を事業者に支払うこと。 

（２）利用に当たり第７条の規定により移動支援事業者として指定された事業

者（以下「指定事業者」という。）に補助金の代理請求及び代理受領の委

任をすること。 

 

(利用の申込及び契約) 



第１１条 第９条第１項の規定により補助の決定を受けた者（以下「補助交付

決定者」という。）は、地域生活支援受給者証を指定事業者へ提示し、指定事

業者へ直接利用の予約を行い、指定事業者と契約の上利用する。 

２ 前項の規定により利用契約を行った指定事業者は、地域生活支援受給者証

に契約内容を記入するとともに、契約内容（地域生活支援受給者証記載事項）

報告書（別記第８号様式）を区長に提出するものとする。 

 

(利用時間) 

第１２条 利用時間は、１月２５時間以内を基準とする。ただし、区長が特に認

めた場合は、１月原則４５時間の範囲内で区長が認めた時間とする。 

 

（利用時間の決定の有効期間） 

第１３条 決定された利用時間の有効期間は 1年とする。 

 

(移動支援単価) 

第１４条 移動支援に係る基準単位及び単価は、次のとおりとする。 

個

別

支

援

型 

身体介護の有無 利 用 時 間 基準単位 

無し 

 

0.5 時間まで 

0.5 時間を超える時間～1.0 時間まで 

1.0 時間を超える時間～1.5 時間まで 

１０２単位 

１９１単位 

２６７単位 

これ以降は３０分ごとに６８単位加算 

有り 

0.5 時間まで 

0.5 時間を超える時間～1.0 時間まで 

1.0 時間を超える時間～1.5 時間まで 

1.5 時間を超える時間～2.0 時間まで 

2.0 時間を超える時間～2.5 時間まで 

2.5 時間を超える時間～3.0 時間まで 

２４８単位 

３９２単位 

５７０単位 

６５１単位 

７３２単位 

８１３単位 

これ以降は３０分ごとに８1 単位加算 

移
利 用 時 間 単  価 



0.5時間まで 

0.5時間を超えるとき 

  ８００円

１，５００円

 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる時間帯は、前項に規定する個別支援

型の基準単位に次の各号に掲げる割合を乗じたものとする。 

（１）午前６時から午前８時まで      １２５％ 

（２）午後６時から午後１０時まで     １２５％ 

（３）午後１０時から翌日の午前６時まで  １５０％ 

３ 介護福祉士、居宅介護従事者要請研修課程修了者（１級及び２級）及び訪問

介護員（１級及び２級）を除くヘルパーが身体介護有りの介護を行った場合の

基準単位は、第１項から第３項に掲げる個別支援型の基準単位の７０／１００

とする。 

４ 介護福祉士、居宅介護従事者要請研修課程修了者（１級及び２級）及び訪問

介護員（１級及び２級）を除くヘルパーが身体介護無しの介護を行った場合の

基準単位は、第１項から第３項に掲げる個別支援型の基準単位の９０／１００

とする。 

５ 移動支援基準単価は、第１項から前項に掲げる個別支援型の基準単位に障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関

する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）に定める居宅介護の１単位

の単価を乗じたものとする。 

６ 第２項から第５項までの基準単位の計算において、１未満の端数が生じた

ときは、これを四捨五入するものとする。 

７ 第６項の単価の計算において、１未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１５条 補助交付決定者から代理請求及び代理受領を依頼された指定事業者

は、次に掲げる書類を提出し、サービス提供を行った月の翌月１０日までに



請求するものとする。 

（１）東京都北区地域生活支援事業補助金請求書（別記第９号様式） 

（２）東京都北区地域生活支援事業補助金明細書（別記第１０号様式） 

（３）移動支援サービス提供実績記録票（別記第１１号様式） 

 

（決定の取消し） 

第１６条 補助金交付決定者又はその扶養義務者が、目的に反し移動支援を受

けたときは、東京都北区地域生活支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第

１４号様式)により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合

において、補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じ

るものとする。 

 

（ヘルパーの要件） 

第１８条 事業に従事するヘルパーの要件は、指定居宅介護等の提供に当たる

者として厚生労働大臣が定めるものを定める件（平成１８年厚生労働省告示

第２０９号）及び厚生労働大臣が定めるものを定める件（平成１８年厚生労

働省告示第２３７号）に規定した者のうち居宅介護の身体介護、家事援助及

び乗降介助従事者として定められているものを準用する。 

 

（指導検査） 

第１９条 区長は、移動支援事業者のサービス内容の質の確保及び移動支援費

の支給の適正化を図るため、必要があると認めるときは、地方自治法第２２

１条（昭和２２年法律第６７号）に定める予算の執行に関する長の調査権限

等の規定に基づき、事業所に対し実地指導を行うことができる。 

２ 前項の実地指導により移動支援サービスの内容または、移動支援費の請

求等に関し、不当な事実が認められる場合は、当該移動支援事業者に対し、

移動支援事業に係る費用等の返還を行うよう指導し、指導の実施状況につい



て、東京都知事へ報告を行う。 

３ 第１項の実地指導の具体的な内容については、東京都が定める障害者福

祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱（平成１９年６月２９日 １９福

保指一第２２１号）に準じて、別に定めるものとする。 

 

（指定の取消し等） 

第２０条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定事業者に

係る第７条の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一

部の効力を停止することができる。 

（１）指定事業者が、第７条の要件を満たさなくなったとき。 

（２）指定事業者による費用の請求に関し不正があったとき。 

（３）指定事業者が、移動支援対象者の人格を尊重せず、忠実にその職務を遂

行しないとき。 

（４）前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が、移動支援に関し不正又は著

しく不当な行為をしたとき。 

 

（委任） 

第２１条 この要綱の実施に必要な事項は、健康福祉部長が定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に東京都北区障害者自立支援法施行細則（平成１８年３

月東京都北区規則第６４号）第２条に規定する（介護給付費 訓練等給付費 

施設訓練等支援費）支給申請書兼利用者負担額・免除等申請書により行った

申請は、この要綱に基づく申請とみなす。 

３ 平成１８年１０月 1 日利用開始者の、利用時間決定の有効期間は、平準化

のため次のとおりとする。 

    ６月生まれの者 平成１９年６月３０日まで 

    ７月生まれの者 平成１９年７月３１日まで 

    ８月生まれの者 平成１９年８月３１日まで 



    ９月生まれの者 平成１９年９月３０日まで 

   １０月生まれの者 平成１９年１０月３１日まで 

   １１月生まれの者 平成１９年１１月３０日まで 

   １２月生まれの者 平成１９年１２月３１日まで 

   １月生まれの者 平成２０年１月３１日まで 

   ２月生まれの者 平成２０年２月２８日まで 

   ３月生まれの者 平成２０年３月３１日まで 

   ４月生まれの者 平成２０年４月３０日まで 

   ５月生まれの者 平成２０年５月３１日まで 

 

付 則（平成１９年５月１５日区長決裁１９北福障第１３１８号） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

２ この要綱の規定に基づく平成２２年３月３１日利用分までの移動支援サー

ビスの利用分については、対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者（障

害者にあってはその配偶者に限る。）が区市町村民税非課税世帯である場合は、

第６条中「１００分の９０」を「１００分の９７」とする。 

付 則（平成１９年８月３１日区長決裁１９北福障第２３６４号） 

 この要綱は、平成１９年７月１日から適用する。 

    

  付 則（平成２０年４月１日区長決裁２０北福障第１１１０号） 

 この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

 

  付 則（平成２１年３月１７日区長決裁２０北福障第４３７９号） 

 この要綱は、平成２０年７月１日から適用する。 

 

   付 則（平成２２年３月３０日区長決裁２１北福障第４５８７号） 

 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

 

   付 則（平成２３年３月３０日区長決裁２２北福障第４６５１号） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 



 

付 則（平成２３年９月３０日区長決裁２３北福障第２９０８号） 

 この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

付 則（平成２４年３月２９日区長決裁２３北福障第４８３１号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成２５年３月２７日区長決裁２４北福障第４９３１号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成２６年４月４日区長決裁２６北福障第１０６２号）  

この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

  付 則（平成２７年４月９日区長決裁２７北福障第１１０９号） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

 

  付 則（平成２８年２月１５日区長決裁２７北福障第４４１０号） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第７条の改正規

定は、平成２８年３月１日から施行する。 

 

付 則（平成３０年４月１９日区長決裁３０北福障第１３０９号） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

 

付 則（平成３１年３月７日区長決裁３０北福障第５２９１号） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


